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福島県総合教育会議 運営規程 

 

平成二十七年五月十五日 

（趣旨） 

第一条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律

第百六十二号。以下「法律」という。）第一条の四第九項の規定に基づき福島県総

合教育会議（以下「会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（会議の招集） 

第二条 知事は、法律第一条の四第三項の規定に基づき会議を招集しようとするとき

は、あらかじめ、その日時、場所及び協議・調整する事項を福島県教育委員会（以

下「教育委員会」という。）に文書により通知するものとする。 

２ 教育委員会は、法律第一条の四第四項の規定に基づき会議の招集を求める場合は、

事前に文書をもって行うものとする。 

 

（協議、調整する事項の提示、決定方法） 

第三条 協議、調整する事項は、あらかじめ知事と教育委員会が調整した上で知事が

これを決定し、前条第一項の規定により、事前に通知するものとする。 

 

（欠席の届出） 

第四条 教育委員会委員は、やむを得ない事由により会議に出席することができない 

 ときは、招集された期日の前にその旨を知事に届け出なければならない。 

 

（会議） 

第五条 会議に議長を置く。 

２ 議長は知事をもって充てる。 

３ 議長は、会議を統括する。 

４ 知事は、緊急の場合、教育長のみの出席をもって会議を開催することができる。 

５ 前項により開催する会議で協議・調整を行う事項は、事前に教育委員会が対応

の方針について意思決定しているもの、または教育委員会が教育長に対応を一任

しているものに限る。 

６ 知事は、必要に応じ、あらかじめ教育委員会と調整した上で、法律第一条の四

第二項に規定する構成員以外の者を会議に出席させ、又は出席を要請することが

できる。 

 

 

 

 

（傍聴人） 

第六条 傍聴人はすべて議長の命に従わなければならない。 

 ２ 議長はそのときの状況により傍聴人の数を制限することができる。 



２ 

 

 ３ 議長は次の各号の一に該当すると認めたときは、その者を傍聴させないことが

できる。 

  一 兇器等其他危険のおそれがある物品を携帯した者 

  二 酒に酔った者 

  三 他人に不快の念をいだかせる者 

  四 その他審理の公正が害されると認められた者 

 

（会議録） 

第七条 会議録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。 

一 開催の日時及び場所 

二 出席及び欠席委員の氏名 

三 議題 

四 協議・調整内容の要旨 

五 その他会議において必要と認めた事項 

２ 会議録の公表は、ホームページに掲載することにより行う。 

 

 

（会議の非公開） 

第八条 法律第一条の四第六項の規定に基づき会議を非公開とする基準は、次のとお

りとする。 

 一 いじめ等の個別事案における関係者の個人情報等を保護する必要がある場合 

 二 県や教育委員会の意思決定の前に情報を公開することで公益を害するおそれ

がある場合 

三 その他知事が公益上必要と判断した場合 

 

（庶務） 

第九条 会議の庶務は、総務部知事公室政策調査課において処理する。 

 

（雑則） 

第十条 この規程に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、知事が会議に諮っ

て定める。 

 

附 則 

この規程は、平成２７年５月１５日から施行する。 


